
逗子市池子ほっとスペース運営業務委託仕様書 

 

この仕様書は、逗子市（以下「発注者」という。）が業務を受注する者（以下「受注者」とい

う。）に委託する次の業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるも

のとする。 

 

１ 事業目的 

  本事業は、逗子市こども計画に基づく地域子育て支援拠点事業として、乳幼児及びその保

護者が相互の交流を行い、子育てについての相談、情報の提供、助言そのほかの援助を行

い、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。 

 

２ 履行場所 

  逗子市池子１丁目 11番２号 逗子市体験学習施設内 池子ほっとスペース 

 

３ 履行期間 

  2026年（令和８年）７月１日から 2027年（令和９年）３月 31日まで 

 

４ 受注者の要件 

  幼稚園、認可保育園または認定こども園等の教育保育施設、その他児童福祉施設、子育て

支援センター等の地域育児支援拠点事業のうちのいずれかの運営実績があり、委託業務につ

いては過去５年以内に契約途中での契約解除がないこと。 

 

５ 開館日及び開館時間 

  開館日は、逗子市体験学習施設管理運営規則第７条に規程する休館日及び国民の祝日に関

する法律に規定する休日を除き 10時から 16時までとする。 

  ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができ

る。 

 

６ 利用対象者 

  未就学児とその保護者及び妊産婦 

 

７ 運営業務 

  池子ほっとスペースでは次の業務を行うものとする。 

(１) 乳幼児の遊びと親子の交流の場の提供及び交流の促進 

親子が気軽に、かつ、自由に利用でき、交流を深めることができる場を提供するとと

もに、来所した親子の見守りや交流が促進する関わりを行うこと。 

 (２) 利用状況を把握するため、初回利用時に利用登録受付及び利用カードを発行し、利用



の際は利用カードにより入退館システムで管理すること。 

 (３) 子育て等に関する相談、援助の実施 

    子育てに悩みや不安を抱える利用者への相談に応じ、必要な助言、情報提供及び関係

機関の照会を行うこと。 

    養育環境に課題があり個別支援が必要とされる相談等があった場合、また児童虐待が

疑われる場合は、発注者に速やかに報告・相談のうえ、関係機関と連携して対応し、必

要な支援に繋げられるよう対応すること。 

 (４) 地域の子育て関連情報の収集と発信 

   ア 地域の子育てや育児に関する情報等を収集し、定期的に掲示や配架の整理を行い、

情報提供を行うこと。 

   イ 子育て中の市民ボランティアが行う次の情報発信事業について、子育て支援課子育

て支援係と共同で実施する。事業の詳細は別紙２「情報発信事業」のとおりとする。 

    (ア) えがおレポート 

    (イ) 子育て応援紙「陽だまり」 

 (５) 子育てに関するイベント等の実施 

    子育てに関する講習会やイベント等を企画し実施すること。定例で実施するイベント

は別紙３「イベント一覧表」のとおりとする 

その他、新規イベント等を開催する場合は、内容について発注者の承認を得ること。 

    参加費等を徴収する場合、実費の内容を明らかにし、発注者の承認を受けること。 

 (６) 広報・周知活動 

    月１回「池子ほっとスペースニュース」を発行し、池子ほっとスペースのイベント等

の情報を提供すること。 

    また、ＳＮＳ等で積極的に情報発信し、広報周知を行うこと。 

 (７) 施設の安全衛生と環境整備 

   ア 施設内の衛生管理に努めること。 

    ・ 使用した玩具や遊具については、適宜洗浄や消毒等を行い、衛生的に保つこと。 

    ・ 授乳、おむつ替え場所については、それぞれ必要な衛生環境に配慮すること。 

    ・ 紙おむつやごみ等は持ち帰るように指導すること。 

   イ 乳幼児が安全に過ごせるよう環境整備を行うこと 

    ・ 事故防止のため、玩具や遊具及び備品等は毎日点検し、不備がある場合は発注者

に報告、相談すること。 

    ・ 利用者の危険行為、迷惑行為がないよう監督、指導すること。 

   ウ 緊急時の対応を適切に行うこと。 

    ・ 防災・防犯マニュアルを作成し、全職員に周知すること。 

    ・ 利用者に事故・急病があった場合の対応マニュアルを作成し、全職員に周知する

こと。 

    ・ 利用者に事故・急病・緊急な事案があった場合、対応マニュアルに基づき適切な



処置を行い、発注者に報告すること。 

    ・ 作成したマニュアルを発注者に提出すること。 

 (８) 個人情報保護に関する事項 

    受注者は受注業務の執行にあたり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のた

め、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

    ＳＮＳの掲載については利用者が特定できないよう、肖像権やプライバシーに十分配

慮すること。 

 

８ 職員体制 

  事業を円滑に履行できる職員体制を確保すること。 

 (１) 責任者の配置 

    責任者として、市及び関係機関との連絡調整、事業に従事する職員の指導、監督助言

を行う常勤職員を１名配置する。 

    責任者は保育士または幼稚園教諭の有資格者、子育て支援員研修（基本研修）及び子

育て支援員専門研修の地域子育て支援コース（地域子育て支援拠点事業）の修了者、地

域子育て支援拠点事業等での勤務経験が３年以上ある者のいずれかで、子育て支援策の

知識を有するものとする。 

    ただし、子育て支援員研修（基本研修）及び子育て支援員専門研修の地域子育て支援

コース（地域子育て支援拠点事業）を修了していない者については、委託開始の翌年度

末までに当該研修を修了すること。 

    毎月第３水曜日に開催し、市内全５か所のほっとスペースの責任者が集う「ほっとス

ペース会議」に出席すること。 

 (２) その他の職員 

    責任者を補助するため、必要に応じて非常勤職員を配置する。  

    非常勤職員は、子育て支援員研修（基本研修）及び子育て支援員専門研修の地域子育

て支援コース（地域子育て支援拠点事業）の修了者または委託開始の翌年度末までに当

該研修を修了する者とする。 

 (３) 職員配置 

    開館時間内は、職員を２名以上配置すること。 

 (４) 職員名簿の提出 

    受注業務履行前に、従事者名簿（氏名、生年月日、就労形態、資格、備考）を発注者

に提出すること。 

 (５) その他 

ア 発注者が従事者の適正に問題があると認めた場合は、従事者の交代を命じることが

できる。 

イ 従事者間の連携及び資質向上を図るため、ミーティングや研修を積極的に実施する



こと。 

ウ 業務中に政治活動、宗教活動、営利活動を行うことを禁止する。 

 

９ 事業報告 

  受注者は次の書類を発注者に提出すること。 

 (１) 年間事業計画（７月末日までに提出） 

 (２) 月例報告 

    次の書類を毎月翌月の 10日までに提出すること。 

   ア 活動報告書（日誌の写し） 

   イ 利用者集計表 

 (３) 年度実績報告書・精算報告書（次年度の４月末日までに提出） 

 

10 費用負担 

項 目 受注者 発注者 備考 

職員に係る費用（報酬、社会保険料、研修費用等） ○   

玩具、絵本等の購入費 ○   

消耗品費（事務用品、委託運営業務に要する日用品

等） 
○   

イベント等に係る経費 ○   

情報発信に係る経費 ○   

保険料（利用者傷害補償、建物共済）  ○  

パソコン（入退館システム）及び保守  ○  

固定電話及び電話回線使用料  ○  

携帯端末使用料 ○   

インターネット回線（Wi-Fi）  ○  

電気、水道料金  ○  

既存の備品及び施設の修繕  ○  

日常清掃（室内、トイレ）  ○  



  

 

 

 

 

 

11 業務委託料の支払 

 (１) 運営費（研修旅費を除く。）、事務費、法人管理費については、受注者からの請求書を

受理した日から 30日以内に前金払いにより支払う。 

 (２) 人件費及びボランティア経費については、原則として、受注者が当月分の実績を精算し、

翌月以降に請求し、請求のあった日から 30 日以内に支払う。ただし、年度の契約金額を上

限とする。   

 

12 その他 

  仕様書に定めのない事項については、発注者と誠実に協議のうえ、決定すること。 

機械警備  ○  

廃棄物処理  ○  















 



 

 



 


